
知 財 ist（ チ ザ イ ス ト ） に な ろ う！
2015年10月・訴訟課程
新☆研修：科目別選択受講可能

知財ist（チザイスト）研修　訴訟課程
「知財 ist（チザイスト）」とは、知財実務担当者、および知財のプロフェッショナルを目指す人材を表すものとし
ていますが、知財のプロはもちろん、もっと裾野の部分も含め、あらゆるフィールド、あらゆるシーンで『知財を
意識しながら活躍している人』をイメージしています。

知財 ist 研修は、単なる知財の知識だけではなく、知財に関するものの考え方を総合的、網羅的、体系的に研修します！

科目名 日程 講師　・　受講料（テキスト代含む）（消費税８％込み）
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１．知的財産権と行政訴訟
～�複雑な行政訴訟を理解し、
審決取消訴訟の考え方を
学ぶ～

10/7( 水 )
10:00～
17:00
☆

中央大学法科大学院　教授　安念　潤司　氏

　何となくとっつきにくいと思われている行政訴訟について、民事訴訟法一般と比較
しながら一日をかけて説明いたします。行政訴訟一般について概要を理解することで、
特許法上の審決に対する取消訴訟や拒絶査定不服審判等の考え方を学ぶことができま
す。重要な判例を挙げながら詳細に解説いたします。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

２．�特許権侵害訴訟の仕組
と理論（審決取消訴訟
との関係性を含む）

～�事例を挙げて訴訟の進行
を理解する～

10/14( 水 )
10:00～
17:00
☆

知的財産高等裁判所　部総括判事　清水　節　氏

　近年の知財事件の傾向と特色を説明するとともに、特許権侵害訴訟手続における理
論、手続の流れを裁判所から見た立場で解説し、実務的な内容について具体的な事例
を挙げつつ解説いたします。重要な判例における争点を整理することで、訴訟の進行
を理解するとともに、裁判上の和解や、進歩性の判断について理解を深めます。また、
特許権侵害訴訟と審決取消訴訟の関係性についても解説いたします。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

３．意匠権侵害訴訟
～�意匠について基本事項の
確認から、訴訟に至るま
で全般を学ぶ～

10/20( 火 )
10:00～
17:00
☆

青和特許法律事務所　弁理士　水野　みな子　氏

　意匠について意匠法条文を確認しながら説明し、登録に至るまでの実務、意匠権侵
害等について事例、判決例を挙げながら詳細に解説いたします。具体例や演習を交え
て、意匠法に基づく実務への理解を深めていきます。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

４．�商標、ブランド紛争処
理法

～�パブリシティ権をめぐる
紛争を含めて～

10/28( 水 )
10:00～
17:00
☆

長島・大野・常松法律事務所　弁護士　三村　量一　氏

　商標権侵害訴訟、不正競争防止法関係訴訟等の標識系の権利に関する紛争について、
具体的事例を挙げて詳細に解説いたします。パブリシティをめぐる紛争への対応につ
いても最新の状況を踏まえて解説いたします。
（全１日間：会員18,000円、一般22,000円）

５．�損害賠償請求
～�特許権侵害による損害賠
償請求の基本的考え方を
学ぶ～

11/4( 水 )
10:00～
17:00
☆

桜坂法律事務所　弁護士　古城　春実　氏

　特許権侵害による損害賠償請求について、損害額の認定に関する基本的理論を解説
し、損害額の算定方法について特許法１０２条に焦点を当ててわかりやすく説明いた
します。複雑な侵害事例についても、実務的観点から、どのような点に留意すればよ
いかを解説します。（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

６．�特許権侵害訴訟におけ
る権利範囲の解釈

～�判例からみた技術的範囲
の確定方法～

11/11( 水 )
10:00～
17:00
☆

窪田法律事務所　弁護士・弁理士　窪田　英一郎　氏

　実務上判断が困難となる技術的範囲の認定について、判例を通して具体的事例を交
えて解説いたします。訴訟における裁判所の動向を理解することで、より正確に技術
的範囲の解釈手法を理解することができます。
（全1日間：会員18,000円、一般22,000円）

上記１～５
訴訟課程６科目
６日間おまとめ受講

訴訟課程：全６日間
会員98,000円、一般122,000円
（訴訟課程６科目、おまとめ受講は、割引価格となっております。）

■申込：FAXもしくは、HPからお申込みください。（http://www.jiii.or.jp「研修のご案内」）→「知財 ist（チザイスト）研修」）または、検索ワード
⇒「発明推進協会　チザイスト」で検索してください。　
※受講の際は、法文集など、条文の参照できるもの（例、発明推進協会発行「知的財産権法文集」）をご持参されることをおすすめします。
※ �1～６☆の科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として、1日あたり5.5 単位
が認められる予定です。
◆お問い合わせ先◆
〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-9-14　一般社団法人　発明推進協会　知的財産情報サービスグループ　研修チーム
TEL：03-3502-5439　FAX：03-3506-8788　E-mail：chizaist@jiii.or.jp



キリトリ線

※会員かどうか記入のない場合は、非会員扱いとなりますのでご注意願います。
※本科コースについては、銀行振込か得意先コードのいずれかの支払い方法のみとなります。
※講師及び日程等は、カリキュラム編成等の都合により、一部変更することがあります。
※お支払いは、請求書到着後でお願い致します。
※講座開催の前日を起算日として５営業日より前ならばキャンセルできます。それ以降のキャンセルはできかねますので予めご了承ください。
※講座開催日の１０日前頃に聴講券、納品書、又は請求書等を郵送いたします。当日は聴講券をご持参のうえ、ご来場ください。

一般 ・ 法人会員 ・ 個人会員： 　　　　　　　地域発明協会
当日現金 ・ 銀行振込 ・ 得意先コード（総合管理請求書）

種  別

金  額 円 = 　 　 　 　 × 　 　 名

該当に○印をし、金額をご記入ください。

支  払
方  法

（「得意先コード」をご選択の場合にご記入ください。） 
　　　　　（このコードは会員コードではございません）

得意先
コードNo.

- -

講 座 申 込 書
一般社団法人  発明推進協会  知的財産情報サービスグループ  研修チーム行 （FAX：03-3506-8788） （お申し込み年月日） 平成     年     月     日

●住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門２-9-1４
●電話 03（3502）5439　●FAX 03（3506）8788　●Eメール：kouza-form@jiii.or.jp

一般社団法人 発明推進協会 研修ルーム（発明会館７階）会

　場

今後、E-mailにて知的財産権講座に関するご案内を送付させていただきます。
ご不要な方は、チェックをお付け下さい。
メール不要□
（一般社団法人発明推進協会は、個人情報の重要性を認識し、適切な保護に努めます。）
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〒　　 -

知財業務
経験年数E-mail部 署 名会 社 名受講者名（ふりがな）講座名開催日

知 財 ist（ チ ザ イ ス ト ） に な ろ う！

2015⑯

知財 i s t（チザイスト）研修
10月開講：訴訟課程のご案内

知 財 ist（ チ ザ イ スト ） 研 修「 訴 訟 課 程 ６ 科 目 ６ 日 間 」（ 会 場： 発 明 会 館 7 階　 研 修 ル ー ム ）

１．知的財産権と行政訴訟
～複雑な行政訴訟を理解し、

審決取消訴訟の考え方を学ぶ～　　
■10月７日（水）10:00 ～17:00
中央大学法科大学院
教授　安念　潤司　氏

２．特許権侵害訴訟の仕組と理論
　　（審決取消訴訟との関係性を含む）
～事例を挙げて訴訟の進行を理解する～
■10月14日（水）10:00 ～17:00
知的財産高等裁判所
部総括判事　清水　節　氏

３．意匠権侵害訴訟
～意匠について基本事項の確認から、

訴訟に至るまで全般を学ぶ～　　
■10月20日（火）10:00 ～17:00
青和特許法律事務所
弁理士　水野　みな子　氏

４．商標・ブランド紛争処理法
～パブリシティ権をめぐる紛争を含めて～
■10月28日（水）10:00 ～17:00
長島・大野・常松法律事務所
弁護士　三村　量一　氏

５．損害賠償請求
～特許権侵害による損害賠償請求の

基本的考え方を学ぶ～　　
■11月4日（水）10:00 ～17:00
桜坂法律事務所
弁護士　古城　春実　氏

６．特許権侵害訴訟における
　　　権利範囲の解釈　　

～判例からみた技術的範囲の確定方法～
■11月11日（水）10:00 ～17:00
窪田法律事務所
弁護士・弁理士　窪田　英一郎　氏

■受講料：「訴訟課程６科目６日間」おまとめ受講 会員：98,000 円、一般：122,000 円（消費税 8％込み・テキスト代含む）
（※科目別受講も可能です。１科目につき、会員：18,000 円、一般 22,000 円　詳しくはWEBで。検索ワード▶チザイスト 検索 ） 
■ FAXもしくは、HP からお申込みください。（http://www.jiii.or.jp「研修のご案内」→「知財 ist（チザイスト）研修」）
■上記科目は、日本弁理士会の継続研修として申請中です。本研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として、1日あたり5.5 単位が認め
られる予定です。


